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子ども・子育て支援新制度に伴う 

児童健康福祉専門分科会での 

検討事項等について 

平成２５年度柏市健康福祉審議会 

第１回児童健康福祉専門分科会 

（平成２５年１０月４日） 

資料 ３ 
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新制度の全体像 

◎新制度における子ども・子育て支援の取組は，「給付」と「事業」で構成される 

認定こども園 

幼稚園 

保育園 

小規模保育 

家庭的保育 

居宅訪問型保育 

事業所内保育 

児童手当 

施設型給付 

地域型保育給付 

子ども・子育て支援給付 地域子ども・子育て支援事業 

①利用者支援 ＜新規＞  

②地域子育て支援拠点事業 

③一時預かり事業 

④ファミリー・サポート・センター事業 

⑤病児・病後児保育事業 

⑥妊婦健診 

⑦乳児家庭全戸訪問事業 

⑧養育支援訪問事業その他要支援児童，要保
護児童等の支援に資する事業） 

⑨子育て短期支援事業 

⑩延長保育事業 

⑪放課後児童クラブ（柏市では「こどもルーム」） 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業  ＜新規＞ 

⑬多様な主体の参入促進のための事業  ＜新規＞ 

子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう，身近
な場所で，相談に応じ，情報提供などを行う事業 

対象児童が，「概ね10歳未満の小学生」から「小学
生」に拡大される 

教育・保育施設 

地域型保育事業 
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附属機関名 
新たな給付制度の
創設等 

認定こども園制度
の改善 

地域子ども・子育
て支援事業 

柏市健康福祉審
議会 

・保育園，地域型保育
事業の認可に関する意
見聴取 

・地域型保育事業の認
可基準 

・給付の対象となる施
設・事業の運営基準 

・幼保連携型認定こど
も園の認可に関する意
見聴取 

・幼保連携型認定こど
も園の認可基準 

・放課後児童クラブの
設備運営基準 

柏市子ども・子
育て会議 

「子ども・子育て支援事業計画」の策定，見直し，点検・評価 

教育・保育（教育・保育施設や地域型保育事業等），地域子ども・子育て支援事
業の「量の見込み」「提供体制の確保の内容及びその実施時期」など 

附属機関の審議事項 

教育・保育施設，地域型保育事業所の利
用定員の設定 
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名 称 柏市子ども・子育て会議 

委員の構成 

１５名 

 ○保護者３名  ○認定こども園事業者の代表１名 ○幼稚園事業者の代表１名 

 ○保育園事業者の代表１名 ○駅前認証保育施設事業者の代表１名 

 ○子育て支援関係者３名 ○学識経験者２名  ○公募委員３名 

柏市子ども・子育て会議の設置 

第１回 ７月２６日 

第２回 ８月２１日 

・・・新制度の概要，計画の枠組み等 

・・・○教育・保育の現状と課題 

   ○こどもルーム（放課後児童健全育成事業）の現状と課題 

第３回 ９月２７日 ・・・地域における子育て支援の現状と課題 

会議の開催状況・今後の予定 

第４回 １０月２２日（予定） 

第７回 未定 

第５回 未定 

第６回 未定 

・・・ニーズ調査の方法，内容（予定） 

・・・基本指針を踏まえた計画のあり方等（予定） 

・・・ニーズ調査結果の分析（予定） 

・・・事業量の見込みの設定（予定） 
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国 

柏 

市 

基 準 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

■幼保連携型認定こども園の
設備及び運営の基準 

■地域型保育事業の設備及び
運営の基準 

■特定教育・保育施設，特定
地域型保育事業の運営の基準 
 

■放課後児童健全育成事業の
設備及び運営の基準 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度 

ス
タ
ー
ト 

年度末目 

途に政省 

令を作成 

年度末まで 

に省令・告 

示制定 

１月以降 

 

分科会 

で審議 

６月議会で 

条例を制定 

（９月まで） 

 

事業者等に 

周知 

４～９月に 

条例制定 

検討する基準と今後のスケジュール 

■幼保連携型認定こども園の
設備及び運営の基準（条例） 

■地域型保育事業の設備及び
運営の基準（条例） 

■特定教育・保育施設，特定
地域型保育事業の運営の基準 

（条例） 

■放課後児童健全育成事業の
設備及び運営の基準（条例） 

子ども・子育て会議等 

で議論 

子ども・子育て 

会議，社会保障 

審議会児童部会 

で検討 

認可に関する 

意見聴取 

※保育園に 

ついてもあ 

わせて意見 

聴取 

パブコメ 
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幼保連携型認定こども
園の設備及び運営の基
準 

地域型保育事業の設備
及び運営の基準 

特定教育・保育施設，
特定地域型保育事業の
運営の基準 

放課後児童健全育成事
業の設備及び運営の基
準 

背 景 

幼保連携型認定こども園に
ついては，制度改正により，
学校及び児童福祉施設とし
て一の認可の仕組みにする
こととされました。 

地域型保育事業については，
市町村の認可事業として児
童福祉法に位置づけた上で，
利用者が多様な施設・事業
から選択できる仕組みにす
ることとされました。 

教育・保育施設等の質を確
保するため，認可基準を満
たした施設・事業者が，行
政のチェック（市町村の確
認）を受けることで，公費
を受けられる仕組みになり
ました。 

現在，ガイドラインに定め
られている放課後児童クラ
ブを運営するに当たっての
基本的事項について，それ
を条例で定めることになり
ました。 

概 要 

指定都市等（中核市）は，
幼保連携型認定こども園の
設置・廃止等に係る認可を
行います。 

市町村は，地域型保育事業
の設備及び運営についての
認可を行います。 

市町村は，児童福祉法等に
基づく認可等を受けている
ことを前提に，施設・事業
者からの申請に基づき，対
象施設・事業として確認し，
給付による財政支援を行い
ます。 

市町村は，放課後児童健全
育成事業の設備及び運営に
ついて，条例で基準を定め
ます。 

主な 

項目 

従うべ
き基準 

○学級編制，配置する園長，
保育教諭その他の職員及び
その員数 

○設備に関する事項（保育
室の床面積等） 

○運営に関する事項 

○従事する者及びその員数 

○運営に関する事項で，児
童の適切な処遇の確保，秘
密の保持，児童の健全な発
達に密接に関連するもの 

○利用定員 

○運営に関する事項であっ
て，小学校就学前子どもの
適切な処遇の確保，秘密の
保持，小学校就学前子ども
の健全な発達に密接に関連
するもの 

○従事する者及びその員数 

参酌す
べき基
準 

上記以外のもの 上記以外のもの 

・保育室及びその面積（面
積基準）［小規模保育］等 

上記以外のもの 上記以外のもの 

・施設・設備 

・開所日数 

・開所時間 等 

基準の概要等 


